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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）１．０～４．０重量％のニッケル（Ｎｉ）、０．１～１．０重量％のケイ素（Ｓ
ｉ）、０．１～１．０重量％のスズ（Ｓｎ）、残量の銅及び不可避な不純物からなり、前
記不可避な不純物はＴｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｖ、Ｚｒ、Ｈｆからなる群か
ら選択される１種以上の遷移金属で、総和０．２重量％以下の量で含まれるものである成
分元素を溶解して鋳塊を鋳造する段階、
　（ｂ）前記段階で収得された鋳塊を７５０～１０００℃の温度で１～５時間熱間圧延す
る段階、
　（ｃ）圧下率５０％以上に中間冷間圧延する段階、
　（ｄ）７８０～１０００℃で１～３００秒間高温及び短時間溶体化処理する段階、
　（ｅ）圧下率１０～６０％範囲で圧延回数１０回以下で最終冷間圧延する段階、
　（ｆ）前段階で収得された生成物を４００～６００℃で１～２０時間析出処理する段階
、及び
　（ｇ）析出処理された生成物を３００～７００℃で１０～３０００秒間応力緩和処理す
る段階を含み、
　収得された銅合金材は、ＥＢＳＤ分析時、｛００１｝結晶面が１０％以下、｛１１０｝
結晶面が３０～６０％、｛１１２｝結晶面が３０～６０％、低傾角結晶粒界の分率が５０
～７０％、引張強度が６２０～１０００ＭＰａ、弾性強度が４６０～７５０ＭＰａ、電気
伝導度が３５～５０％ＩＡＣＳの範囲であり、圧延方向及び圧延直角方向への優れた曲げ
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加工性を有する、自動車及び電機電子部品用銅合金材の製造方法。
【請求項２】
　前記（ｃ）中間冷間圧延段階及び（ｄ）溶体化処理段階を繰り返し実施する、請求項１
に記載の自動車及び電機電子部品用銅合金材の製造方法。
【請求項３】
　前記（ｆ）析出処理段階前又は後、板形状を調整する段階をさらに含む、請求項１に記
載の自動車及び電機電子部品用銅合金材の製造方法。
【請求項４】
　前記（ｇ）応力緩和処理段階後、スズ（Ｓｎ）、銀（Ａｇ）、又はニッケル（Ｎｉ）メ
ッキ段階をさらに含む、請求項１に記載の自動車及び電機電子部品用銅合金材の製造方法
。
【請求項５】
　０．０１重量％以下のリン（Ｐ）がさらに添加される、請求項１に記載の自動車及び電
機電子部品用銅合金材の製造方法。
【請求項６】
　１．０重量％以下の亜鉛（Ｚｎ）がさらに添加される、請求項１に記載の自動車及び電
機電子部品用銅合金材の製造方法。
【請求項７】
　０．０１重量％以下のリン（Ｐ）及び１．０重量％以下の亜鉛（Ｚｎ）がさらに添加さ
れる、請求項１に記載の自動車及び電機電子部品用銅合金材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［１］本発明は自動車及び電機電子部品用銅合金材及びその製造方法に関し、より詳し
くは小型及び精密コネクタ、スプリング素材、半導体リードフレーム、自動車及び電気電
子用コネクタ、リレー素材などの情報伝達又は電気直接材料であって、引張強度、弾性強
度、電気伝導度及び曲げ加工性に優れた銅合金材及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　［２］自動車及び電機電子部品に適用される銅合金材は、コネクタ、端子、スイッチ、
リレー、リードフレームなどの用途によってそれぞれの相異なる要求特性を有するように
多様な種類の合金が使われている。しかし、自動車及び電機電子部品の機能多様化及び電
気回路構成の複雑化につれて該当部品の小型化及び軽量化が要求されており、これを満た
すために素材となる銅合金材の特性改善が必要である。
【０００３】
　［３］例えば、自動車用コネクタの場合、コネクタの幅によって０．０２５インチ、０
．０５０インチ、０．０７０インチ、０．０９０インチ、０．２５０インチなどに分類さ
れ、コネクタの厚さによってそれぞれ０２５、０５０、０７０、０９０、２５０コネクタ
シリーズと呼ばれ、サイズが小型化の方向に改善されている。それだけでなく、コネクタ
端子のピン数も既存の５０～７０個から１００個以上に高密度化の方向に改善されている
。
【０００４】
　［４］上述したコネクタの小型化及び高密度化につれて、銅合金材の幅も既存の０．４
ｍｍから、０．３０ｍｍ、０．２５ｍｍ、０．１５ｍｍに次第に小さくなる趨勢である。
このような銅合金材の狭幅化によって、現在の銅合金材の引張強度及び弾性強度の水準（
およそ引張強度６１０ＭＰａ及び弾性強度４５０ＭＰａ）で０．１５ｍｍの厚さに端子加
工作業を行うとき、ピン部分の曲がり現象が発生する。よって、自動車及び電気電子部品
の分野で使われる銅合金材は、前記曲がり現象を防止するために、強度の側面でも最小引
張強度６２０ＭＰａ以上、及び弾性強度４６０ＭＰａ以上に特性向上が必要である。
【０００５】
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　［５］一方、自動車及び電気電子部品の端子加工時には、圧延方向（又は圧延に平行な
方向）だけでなく、圧延に直角な方向にも曲げ加工が適用される。これにより、素材の圧
延方向及び圧延直角方向の両方で曲げ加工性の改善が切実に要求される。
【０００６】
　［６］現在、自動車用及び電機電子部品としてリン青銅又は黄銅のように合金元素添加
による固溶強化型の形態に製造した銅合金材が主に適用される。前記固溶強化型銅合金材
の強度は一般純銅に比べて優れた性質を現すが電気伝導度の側面で純銅に比べて大きく劣
る欠点がある。また、リン青銅のような場合、圧延直角方向には曲げ加工性が良いが、圧
延方向に曲げ加工するとき、亀裂（ｃｒａｃｋ）が発生する。また、黄銅とリン青銅は熱
に弱いから、熱が発生する部分、例えば自動車エンジン付近の端子として適用されるとき
、素材の軟化による接点短絡のような短絡（ｓｈｏｒｔ）などの問題を引き起こすことが
できるので、使用が厳格に制限される。
【０００７】
　［７］その他にも、自動車用及び電機電子部品として主に使われる銅合金にはコーソン
系銅合金（Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系銅合金）があるが、強度向上のために析出処理後に圧延工
程で製造するとき、圧延過程によって形成された加工組職によって、曲げ加工時の圧延方
向と圧延直角方向への曲げ加工差を現す。また、上述したように、自動車及び電機電子部
品用銅合金材の小型化及び高密度化によって、要求される引張強度及び弾性強度の基準が
一層高くなったが、既存のコーソン系銅合金（Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系銅合金）の引張強度及
び弾性強度はこれに至らなくて端子の曲がり現象が発生する欠点がある。
【０００８】
　［８］要するに、現在自動車又は電機電子部品に使われる銅合金材は、部品の小型化及
び高密度化によって要求される高引張強度、高弾性強度及び高電気伝導度の特性とともに
、圧延方向及び圧延直角方向への曲げ加工性も一緒に要求される。しかし、一般に、引張
強度、弾性強度は曲げ加工性に反比例する傾向を有しているから、上述した特性を全て有
する銅合金材の開発に対する要求が非常に高い。特に、Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系合金において
、高引張強度、高弾性強度を維持しながら圧延方向及び圧延直角方向への曲げ加工性を同
時に満たすための研究が活発に進行されている。
【０００９】
　［９］日本国特開第２００６－２８３０５９号公報では、立方晶系結晶方位を持ってい
る｛００１｝＜１００＞の面積の比率を５０％以上に制御して曲げ加工性を向上させ、日
本国特開第２０１１－０１７０７２号公報では、黄銅（Ｂｒａｓｓ）の結晶方位である｛
１１０｝＜１１２＞の面積の比率を２０％以下にし、銅（Ｃｏｐｐｅｒ）の結晶方位であ
る｛１２１｝＜１１１＞の面積の比率を２０％以下にし、立方晶系の結晶方位である｛０
０１｝＜１００＞の面積の比率を５～６０％にすることによって曲げ加工性を改善させた
。
【００１０】
　［１０］すなわち、前述したように、従来の技術では、既存の結晶方位制御によって立
方晶系方位｛００１｝＜１００＞の面積の比率を増加させて曲げ加工性を向上させる方法
を提案する。しかし、Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系銅合金の立方晶系方位は熱処理過程で成長する
ので、立方晶系方位｛００１｝＜１００＞の面積の比率が増加するにつれて引張強度及び
弾性強度が低下するという問題点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　［１１］上述した問題を解消するための本発明の目的は、引張強度、弾性強度、電気伝
導度及び曲げ加工性に優れた自動車及び電気電子部品用銅合金材を製造する方法を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　［１２］本発明の目的は、（ａ）１．０～４．０重量％のニッケル（Ｎｉ）、０．１～
１．０重量％のケイ素（Ｓｉ）、０．１～１．０重量（％）のスズ（Ｓｎ）、残量の銅及
び不可避な不純物からなり、前記不可避な不純物はＴｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｎｂ
、Ｖ、Ｚｒ、Ｈｆからなる群から選択される１種以上の遷移金属で、総和１重量％以下の
量で含まれるものである成分元素を溶解して鋳塊を鋳造する段階、（ｂ）前記段階で収得
された鋳塊を７５０～１０００℃の温度で１～５時間熱間圧延する段階、（ｃ）圧下率５
０％以上に中間冷間圧延する段階、（ｄ）７８０～１０００℃で１～３００秒間高温及び
短時間溶体化処理する段階、（ｅ）圧下率１０～６０％範囲で圧延回数１０回以下で最終
冷間圧延する段階、（ｆ）前段階で収得された生成物を４００～６００℃で１～２０時間
析出処理する段階、及び（ｇ）析出処理された生成物を３００～７００℃で１０～３００
０秒間応力緩和処理する段階を含み、収得された銅合金材は、ＥＢＳＤ分析時、｛００１
｝結晶面が１０％以下、｛１１０｝結晶面が３０～６０％、｛１１２｝結晶面が３０～６
０％、低傾角結晶粒界の分率が５０～７０％、引張強度が６２０～１０００ＭＰａ、弾性
強度が４６０～７５０ＭＰａ、電気伝導度が３５～５０％ＩＡＣＳの範囲であり、圧延方
向及び圧延直角方向への優れた曲げ加工性を有する、自動車及び電機電子部品用銅合金材
の製造方法を提供することによって達成することができる。
【００１３】
　［１３］前記（ｃ）中間圧延段階及び（ｄ）溶体化処理段階を必要によって繰り返し実
施することができる。
【００１４】
　［１４］さらに、この方法は、前記（ｆ）析出処理段階前又は後、板形状を調整する段
階をさらに含むことができる。
【００１５】
　［１５］一方、この方法は、前記（ｇ）応力緩和段階後、スズ（Ｓｎ）、銀（Ａｇ）、
又はニッケル（Ｎｉ）メッキ段階をさらに含むことができる。さらに、この方法は、前記
（ｇ）応力緩和段階後に収得された銅合金材を板状、棒状又は管状に製造する段階をさら
に含むことができる。
【００１６】
　［１６］１．０重量％以下のリン（Ｐ）がさらに添加されることができる。１．０重量
％以下の亜鉛（Ｚｎ）がさらに添加されることができる。１．０重量％以下のリン（Ｐ）
及び１．０重量％以下の亜鉛（Ｚｎ）がさらに添加されることができる。
【００１７】
　［１７］本発明の他の態様によると、前述した方法によって製造された、自動車及び電
機電子部品用銅合金材が提供される。
【発明の効果】
【００１８】
　［１８］本発明は、引張強度、弾性強度、電気伝導度、及び曲げ加工性に優れた自動車
及び電機電子部品用銅合金材の製造方法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　［１９］本発明の追加の理解のために含まれる添付図面は本発明の実施例を示し、詳細
な説明とともに本発明の原理を説明する。
　［２０］図面で、
【図１Ａ】［２１］実施例１の試料（Ｃｕ－１．８Ｎｉ－０．３Ｓｉ－０．３Ｓｎ－０．
０１Ｐ）の結晶面分率を示す図である。
【図１Ｂ】［２２］実施例１の試料（Ｃｕ－１．８Ｎｉ－０．３Ｓｉ－０．３Ｓｎ－０．
０１Ｐ）の結晶粒界分率を示す図である。
【図２Ａ】［２３］実施例４の試料（Ｃｕ－２．２Ｎｉ－０．５Ｓｉ－０．３Ｓｎ－０．
０１Ｐ－０．１Ｚｎ）の結晶面分率を示す図である。
【図２Ｂ】［２４］実施例４の試料（Ｃｕ－２．２Ｎｉ－０．５Ｓｉ－０．３Ｓｎ－０．
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０１Ｐ－０．１Ｚｎ）の結晶粒界分率を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　［２５］以下、添付図面に例が示されている本発明の好適な実施例を詳細に説明する。
【００２１】
　［２６］本発明による自動車及び電機電子部品用銅合金材の化学組成成分について説明
する。本発明による銅合金材は、１．０～４．０重量％のニッケル（Ｎｉ）、０．１～１
．０重量％のケイ素（Ｓｉ）、０．１～１．０重量（％）のスズ（Ｓｎ）、残量の銅（Ｃ
ｕ）及び不可避な不純物からなり、前記不可避な不純物はＴｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｃｒ
、Ｎｂ、Ｖ、Ｚｒ及びＨｆからなる群から選択される１種以上の遷移金属である。
【００２２】
　［２７］前記銅合金材は１．０重量％以下のリン（Ｐ）及び１．０重量％以下の亜鉛（
Ｚｎ）の１種以上を必要によってさらに含むことができる。前記成分の総和は２重量％以
下である。
【００２３】
　［２８］本発明による銅合金材に含有される成分元素の役割と、各成分元素の含量範囲
は以下で説明する。
【００２４】
　［２９］（１）Ｎｉ及びＳｉ
　［３０］本発明による銅合金材において、Ｎｉの成分含量は１．０～４．０重量％、Ｓ
ｉの成分含量は０．１～１．０重量％である。Ｎｉ重量が１．０重量％未満であるととも
にＳｉ重量が０．１重量％未満であれば、析出処理で十分な強度を確保することができな
いので、自動車、電気電子用コネクタ、半導体、リードフレームに適用するのに適しない
。また、Ｎｉの含量が４重量％を超えるとともにＳｉの含量が１．０重量％を超える場合
、鋳造過程で形成されたＮｉ－Ｓｉ晶出物が熱間圧延前の加熱過程で急速に粗大な化合物
に成長して、熱間圧延時に側面亀裂（ｓｉｄｅ　ｃｒａｃｋ）を引き起こす。
【００２５】
　［３１］（２）Ｓｎ
　［３２］ＳｎはＣｕ基地で拡散速度が遅い元素であり、析出処理過程でＮｉ－Ｓｉ析出
物の成長を抑制し、Ｎｉ－Ｓｉ析出物を微細に分散させて強度を増加させる。本発明によ
る銅合金材において、Ｓｎは０．１重量％～１．０重量％の範囲で含み、０．１重量％以
下の場合はＳｎのＮｉ－Ｓｉ析出物分散効果が充分に発揮されないから引張強度及び弾性
強度が低下し、１．０重量％を超える場合は析出後にもＣｕ基地中にＳｎが存在するから
電気伝導度が急激に低下する。
【００２６】
　［３３］（３）Ｐ
　［３４］本発明の銅合金材において、リン（Ｐ）は１．０重量％以下の量でさらに含む
ことができる。リンをさらに含む場合、その含まれる量だけ残部の銅の含量が減ったこと
が分かる。リン（Ｐ）は本発明の銅合金材の製造方法の溶湯溶解過程で脱酸剤の役割をし
、析出処理過程でＮｉ３Ｐ、Ｎｉ５Ｐ２、Ｆｅ３Ｐ、Ｍｇ３Ｐ２、及びＭｇＰ４などのよ
うに多様な形態の析出物を形成し、特にリン（Ｐ）は銅合金材内に存在する遷移金属であ
るＣｏ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｖ、Ｚｒ、及びＨｆの１種以上とＮｉ－Ｓｉ析出物を
結合させる媒介体の役割をすることができる。したがって、銅基地組職のその他の不純物
を析出過程で分離させてＣｕ－Ｎｉ－Ｓｉ－Ｐ－Ｘ（ここで、ＸはＣｏ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｃ
ｒ、Ｎｂ、Ｖ、Ｚｒ、及びＨｆの１種以上の遷移金属）のような析出物を形成して引張強
度と電気伝導度を向上させる効果を有する。本発明による銅合金材中のリンの含量が１．
０重量％より高ければ、銅合金材の電気伝導度が過度に低下する。
【００２７】
　［３５］（４）Ｚｎ
　［３６］本発明の銅合金材において、Ｚｎは１．０重量％以下でさらに添加されること
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ができ、Ｚｎ添加量だけ残部のＣｕの含量が減ったことが分かる。本発明の銅合金材にお
いて、Ｚｎは銅合金板材のメッキ時にＳｎメッキ又は半田の耐熱剥離性を改善してメッキ
層の熱剥離を抑制する。本発明による銅合金材において、Ｚｎを含む場合の含量は１．０
重量％以下であり、１．０重量％を超えるときはむしろ銅合金材の電気伝導度が大きく低
下する。
【００２８】
　［３７］（５）不純物（Ｔｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｖ、Ｚｒ、Ｈｆ）
　［３８］本発明において不純物は遷移金属であるＴｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｎｂ
、Ｖ、Ｚｒ、及びＨｆからなる群から選択的に１種以上を意味する。前記不純物は析出処
理過程でＮｉＳｉにＰ成分を媒介体として不純物がともに金属間化合物を形成して基地内
に析出されて強度を増加させる。しかし、不純物の合計が１重量％を超えれば、析出処理
後にもＣｕ基地に不純物が残って急激な電気伝導度の低下をもたらす欠点がある。
【００２９】
　［３９］上述した本発明による銅合金材の製造方法は次のようである。
【００３０】
　［４０］（ａ）鋳塊鋳造段階
　［４１］本発明による自動車用及び電機電子部品用銅合金材の構成成分で鋳塊を鋳造す
る。前記鋳塊は、１．０～４．０重量％のニッケル（Ｎｉ）、０．１～１．０重量％のケ
イ素（Ｓｉ）、０．１～１．０重量（％）のスズ（Ｓｎ）、残量の銅（Ｃｕ）及び不可避
な不純物からなる。選択的に、前記鋳塊はリン（Ｐ）及び亜鉛（Ｚｎ）の１種一つ以上を
それぞれ１重量％以下の量で含むことができる。選択的な成分元素を含む場合、追加され
る選択的な成分元素の量だけ銅の含量が調節される。また、その他の不純物としてＴｉ、
Ｃｏ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｖ、Ｚｒ及びＨｆからなる群から選択される１種以上の
遷移金属を総和１重量％以下の量で含むことができ、前記その他の不純物はスクラップ、
電気銅、銅スクラップを介して不可避に含まれる。
【００３１】
　［４２］（ｂ）熱間圧延段階
　［４３］前段階で収得された鋳塊生成物は、好ましくは７５０℃～１０００℃の温度で
１～５時間、より好ましくは９００℃～１０００℃で２～４時間熱間圧延される。熱間圧
延を７５０℃以下の温度で１時間より短い時間実施すれば、収得される生成物内に鋳造組
職が残って強度と曲げ加工性が低下する。また、熱間圧延を１０００℃を超える温度で５
時間より長く実施すれば、収得される銅合金内の結晶粒が粗大化し、完成品の終厚さに製
造したとき、製造された部品の曲げ加工性が落ちる。
【００３２】
　［４４］（ｃ）中間冷間圧延段階
　［４５］前熱間圧延段階で収得された生成物に対し、常温で中間冷間圧延を実施する。
中間冷間圧延の圧下率は５０％以上が好ましく、より好ましくは８０％以上である。中間
冷間圧延の圧下率が５０％より低い場合には、Ｃｕ基地に十分な転位が発生しなくて後続
の溶体化処理過程で再結晶が遅くなされるので、十分な過飽和状態が形成することができ
なく、結局十分な引張強度を得ることができない。
【００３３】
　［４６］（ｄ）高温及び短時間溶体化処理
　［４７］溶体化処理は最終に収得される銅合金材の高引張強度、高弾性強度及び優れた
曲げ加工性を確保するために最も重要な工程である。溶体化処理は７８０～１０００℃の
温度で１～３００秒間行うことが好ましく、より好ましくは９５０～１０００℃で１０～
６０秒間行う。この溶体化処理工程後に最終に収得される本発明による銅合金材は引張強
度及び弾性強度が増加するが、曲げ加工性はそのまま維持される。
【００３４】
　［４８］溶体化温度が７８０℃より低いとかあるいは溶体化処理時間が１秒より短い場
合、十分な過飽和状態を形成することができなく、析出処理後にもＮｉＳｉ析出物が十分
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に析出されなくて引張強度及び弾性強度が低下するが、溶体化処理温度が１０００℃より
高いとかあるいは溶体化処理時間が３００秒を超える場合はＮｉＳｉ析出物が過多に生成
して曲げ加工性が落ちる。
【００３５】
　［４９］一方、前記溶体化処理の条件に係わる最終完製品の物性変化を、最終生成物を
試料としてビッカース硬度の測定及び結晶粒粒の粒度測定の実験で分析することができる
。前記溶体化条件によれば、最終に収得される銅合金材において硬度はビッカース硬度値
で（１～５ｋｇｆ）７５～９５Ｈｖの範囲、より好ましくは８０～９０Ｈｖであり、銅合
金材内の結晶粒の粒度は平均３～２０μｍ範囲、より好ましくは５～１５μｍの範囲であ
る。
【００３６】
　［５０］また、上述したように、高温温度区間で短時間溶体化処理を行えば、溶体化処
理過程で形成される｛００１｝結晶面の成長が抑制され、溶体化処理前の中間冷間圧延で
形成された低傾角結晶粒界分率度溶体化処理によって結晶粒が再配列されるから、ＥＢＳ
Ｄ分析結果、銅合金材内の｛００１｝結晶面が５％以下に制御され、低傾角結晶粒分率が
１０％未満に制御される。すなわち、溶体化処理温度が７８０℃より低いとか溶体化処理
時間が１秒以下の場合、最終に収得される銅合金材の硬度はビッカース硬度９５Ｈｖ以上
であるが結晶粒の粒度が３μｍ以下であるので、引張強度及び弾性強度が低下し、溶体化
処理温度が１０００℃以上であるとか３００秒以上の場合には、最終に収得される銅合金
材の硬度が７５Ｈｖ以下に低下し、結晶粒度は２０μｍ以上に成長して曲げ加工性が低下
する。特に、圧延方向（又は圧延平行方向という）の曲げ加工性が急激に落ちる。
【００３７】
　［５１］（ｅ）最終冷間圧延
　［５２］前記溶体化処理後に収得される生成物に対し、最終冷間圧延を実施する。最終
冷間圧延の圧下率は１０～６０％の範囲、好ましくは２０～４０％の範囲である。最終に
冷間圧延された生成物に対してＥＢＳＤ分析を実施すれば、前記区間で低傾角結晶粒界が
５０～８０％程度形成されることを確認することができる。最終冷間圧延の圧下率が１０
％未満であれば、｛１１０｝結晶面及び｛１１２｝結晶面が十分に形成されることができ
なくて引張強度が著しく落ちることになる。最終圧下率が６０％を超えれば、｛１１０｝
結晶面及び｛１１２｝結晶面が急激に形成されると同時に低傾角結晶粒界分率が低下して
曲げ加工性が低下する。また、冷間圧延回数（又は“パス（ｐａｓｓ）数”という）は７
回（パス数）以下が好ましく、より好ましくは４回である。圧延回数が１０回を超えれば
、加工硬化能の減少による、初期に形成された転位の消滅が発生することによって最終時
効処理以後に引張強度及び弾性強度が低下する。
【００３８】
　［５３］（ｆ）析出処理
　［５４］前記段階で収得された生成物を４００～６００℃で１～２０時間析出処理する
ことが好ましく、より好ましくは４５０～５５０℃で５～１５時間実施する。析出処理の
間に、以前段階で収得された生成物内に存在する微細なＮｉ－Ｓｉ系析出物は析出処理前
の最終圧延で加工による結晶粒界とＣｕ基地内の転位形成部位で析出処理過程で核が形成
されて成長する。この過程で、Ｓｎ元素の拡散速度が遅れてＮｉ－Ｓｉ系析出物の成長を
抑制し、Ｃｕ基地と結晶粒界にＮｉ－Ｓｉ系析出物を均一に分布させる。よって、最終に
収得される銅合金材の引張強度、電気伝導度、弾性強度、及び曲げ加工性が全て向上する
。
【００３９】
　［５５］析出処理温度が４００℃未満であれば、あるいは析出処理時間が１時間未満の
場合、析出処理に必要な熱量が足りなくて、Ｎｉ－Ｓｉ析出物がＣｕ基地内で充分にＮｉ
－Ｓｉ析出化合物として核生成及び核成長することができないため、引張強度、電気伝導
度、及び弾性強度が低下する。また、最終圧延で形成された転位が圧延方向にもっと密集
して、曲げ加工時にＢａｄ　ｗａｙ方向（圧延平行方向又は圧延方向）への曲げ加工性が
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とか又は析出処理時間が２０時間以上の場合、過時効が発生して収得される銅合金材の電
気伝導度は最大値を有することができるが、最終生成物の引張強度及び弾性強度が減少す
る。
【００４０】
　［５６］（ｇ）応力緩和処理
　［５７］前段階で収得された生成物を３００～７００℃で１０～３０００秒間応力緩和
処理を行う。より好ましくは５００～６００℃で１５～３００秒間応力緩和処理を行う。
応力緩和処理段階は収得された生成物の塑性変化によって形成された応力を加熱で解消す
る工程であり、特に板形状調整後に弾性強度を回復するのに重要な役割をする。
【００４１】
　［５８］応力緩和処理を３００℃未満、又は１０秒未満で実施する場合は、板形状調整
による弾性強度の損失を十分に回復することができなく、７００℃を超えるとか又は３０
００秒を超える時間の間に実施する場合は弾性強度最大回復区間を満たしていないため、
機械的性質である引張強度及び弾性強度が低下することがある。
【００４２】
　［５９］一方、本発明の銅合金材の製造方法において、収得しようとする最終生成物の
厚さを達成するために、上述した（ｃ）中間冷間圧延及び（ｄ）溶体化処理段階を必要に
よって繰り返し実施することができる。
【００４３】
　［６０］また、（ｆ）析出処理段階前又は後、素材の板形状によって板形状調整を実施
することができる。
【００４４】
　［６１］また、（ｇ）応力緩和段階後、用途によってスズ（Ｓｎ）、銀（Ａｇ）、ニッ
ケル（Ｎｉ）メッキを実施することができる。それだけでなく、（ｇ）応力緩和段階後に
収得された銅合金材を板状、棒状、管状に製造することができる。前記工程中のメッキ段
階は形態製造後の段階であるので、最後に適用することができる。
【００４５】
　［６２］一方、上述した本発明の銅合金材の製造方法によって生成された銅合金材の結
晶面及び結晶粒界低傾角結晶粒分率は後述する特徴を有する。
【００４６】
　［６３］結晶面及び結晶粒界低傾角結晶粒の測定
　［６４］Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系合金においては、曲げ加工時のクラック（ｃｒａｃｋ）の
発生は、製造工程中の変形によって形成された転位が曲げ加工時にせん断帯として形成さ
れて亀裂を発生させて曲げ加工性を低下させる。このような転位は結晶粒界の高傾角結晶
粒界でもっと集中的に形成される。本発明では結晶粒界分率を下記のように分析し、低傾
角結晶粒界の分率を最大化して曲げ加工性を確保した。
【００４７】
　［６５］Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ系合金において理想的方位のミラー（Ｍｉｌｌｅｒ）指数と
オイラー（Ｅｕｌｅｒ）角は下記の表１のように表現する（文献［鉄鋼集合組職の入門］
（２０１４、ホ　ムヨン）参照）。
【００４８】
　［６６］
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【表１】

【００４９】
　［６７］前記表１で説明したように、銅合金材において｛００１｝結晶面は立方晶系（
Ｃｕｂｅ）の結晶方位及び回転された立方晶系（Ｒｏｔａｔｅｄ－Ｃｕｂｅ）の結晶方位
を含み、｛１１０｝結晶面は黄銅（Ｂｒａｓｓ）結晶方位及びゴス（Ｇｏｓｓ）結晶方位
を含み、｛１１２｝結晶面は銅（Ｃｏｐｐｅｒ）結晶方位を含む。
【００５０】
　［６８］一般に、｛００１｝結晶面で形成される立方晶系（Ｃｕｂｅ）の結晶方位は曲
げ加工性と関連があり、上述した本発明の製造方法の熱処理過程で形成され、｛１１０｝
結晶面で形成される黄銅（Ｂｒａｓｓ）の結晶方位及びゴス（Ｇｏｓｓ）の結晶方位と｛
１１２｝結晶面で形成される銅（Ｃｏｐｐｅｒ）の結晶方位は上述した本発明の製造方法
で引張強度及び弾性強度の向上に主な役割をし、圧延過程で形成される。
【００５１】
　［６９］ＥＢＳＤ（ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒ　ｄｉｆｆｒａｃｔｉ
ｏｎ、電子後方散乱回折）分析装備を活用して試料を測定し、得られた測定点の座標（ｘ
、ｙ）軸の方位ｇのオイラー角などを記録し、ＥＢＳＤ分析ソフトウェアを活用してＥＤ
ＳＤ方位マップ（ｍａｐ）で示した。前記ＥＤＳＤ方位測定データから｛００１｝、｛１
１０｝及び｛１１２｝結晶面の分率をそれぞれ計算した。このとき、ＥＢＳＤ方位マップ
散乱角はψ＝１５度に設定した。
【００５２】
　［７０］曲げ加工性は、微細組職のＣｕ基地、結晶粒界及び転位密度に密接な関係があ
る。特に、曲げ加工時の応力は相対的に脆弱な結晶粒界部位で集中的に発生し、該当部位
で転位密度が増加し、持続的な変形過程で亀裂まで形成される。
【００５３】
　［７１］ＥＢＳＤは、ＧＢマップにおいて一結晶粒方位ｇ１と隣接した結晶粒方位ｇ２
の間には下記式１のような関係がある。
【００５４】
　［７２］（式１）
　［７３］ｇ１＝Ｒ＊ｇ２
　［７４］（ここで、Ｒは方位ｇ２が方位ｇ１に対して回転するのに必要な回転行列であ
る。）
【００５５】
　［７５］回転行列Ｒは一つの回転軸［ｒ１、ｒ２、ｒ３］と回転角ωで表現することが
でき、方位ｇ１と方位ｇ２間の方位差はそれぞれｇで表現する。また、結晶粒界の方位差
ｇが存在する。一般に、ｇが１５度以上であれば、高傾角結晶粒界と言う。また、結晶粒
ｇが１５度未満であれば、低傾角結晶粒界と言う。ＥＢＳＤの測定結果からｇの１５度以
上と１５度未満で面積率をそれぞれ測定する。
【００５６】
　［７６］銅合金材の引張強度、弾性強度、曲げ加工性及び電気伝導度を均等に改善する
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ためには、銅合金材の｛００１｝、｛１１０｝及び｛１１２｝結晶面のバランスだけでな
く、結晶粒界の低傾角結晶粒界と高傾角結晶粒界のバランスも均衡的に形成される必要が
ある。
【００５７】
　［７７］本発明による銅合金材は、曲げ加工性を確保するために、｛００１｝結晶面の
分率は１０％以下であり、より好ましくは２～７％である。｛００１｝結晶面の分率が１
０％より高い場合、溶体化処理又は析出処理のような熱処理工程で｛００１｝結晶面が形
成されて曲げ加工性は増加するが、相対的に｛１１０｝、｛１１２｝面が減少して引張強
度及び弾性強度は低下する。
【００５８】
　［７８］また、本発明による銅合金材において、引張強度及び弾性強度を向上させるた
めに、｛１１０｝結晶面の分率を３０～６０％に、｛１１２｝結晶面の分率を３０～６０
％にし、より好ましくは｛１１０｝結晶面の分率を３５～５０％に、｛１１２｝結晶面の
分率を３５～５０％にする。｛１１０｝及び｛１１２｝結晶面の分率がそれぞれ６０％以
上の場合は引張強度及び弾性強度は良いが、急激な転位密度の形成によって曲げ加工時に
亀裂が発生し、｛１１０｝及び｛１１２｝結晶面の分率がそれぞれ３０％以下の場合は曲
げ加工性は良いが転位密度の分率が低くて十分な析出が形成することができないため、引
張強度及び弾性強度が低下する。
【００５９】
　［７９］また、低傾角結晶粒界の分率は５０～７０％、より好ましくは６０～７０％で
ある。低傾角結晶粒界の分率が５０％以下であれば、高傾角結晶粒界の比率があまり高く
て粒子境界で転位密度が高くなって曲げ加工性が急激に落ちる。低傾角結晶粒界分率が７
０％以上の場合は、曲げ加工性は良好であるが、引張強度及び弾性強度を充分に確保する
ことができない。
【００６０】
　［８０］したがって、上述したように、本発明の銅合金材は、｛００１｝結晶面の分率
が１０％以下、｛１１０｝結晶面の分率が３０～６０％、｛１１２｝結晶面の分率が３０
～６０％であり、｛００１｝、｛１１０｝及び｛１１２｝結晶面のバランスを成すだけで
なく、低傾角結晶粒界の分率が５０～７０％であり、低傾角結晶粒界と高傾角結晶粒界の
バランスを成すので、最終に収得される銅合金材の曲げ加工性、引張強度及び弾性強度が
均等に良好である。
【００６１】
　［８１］［８２］実施例１
　［８３］銅合金材試料の準備（実施例及び比較例）
　［８４］成分元素を下記の表２に開示した組成で組み合わせ、高周波誘導炉を用いて溶
解と鋳塊鋳造を実施した。鋳塊の重量を５ｋｇにし、厚さ３０ｍｍ、幅１００ｍｍ、及び
長さ１５０ｍｍに製造した。前記銅合金鋳塊は、板材に製造するために、９８０℃で熱間
圧延して水冷した後、酸化スケールを除去するために、両表面を０．５ｍｍの厚さで面削
した。その後、冷間圧延を実施して厚さを０．４ｍｍまでにし、表３に開示した条件の下
で溶体化処理、冷間圧延、析出処理及び応力緩和処理を順に実施した。収得される試料を
それぞれ実施例及び比較例として表２に開示したように番号を付与した。
【００６２】
　［８５］
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【００６３】
　［８６］
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【表３】

【００６４】
　［８７］前記表２及び３によって、収得された実施例と比較例による銅合金を０．２５
ｍｍの銅合金板材試料に製造し、各試料に対して引張強度、弾性強度、曲げ加工性、電気
伝導度、結晶面、結晶粒界の低傾角結晶粒界分率を下記のような方法で評価した。
【００６５】
　［８８］試験例
　［８９］（結晶面、結晶粒界測定）
　［９０］最終試片に対して０．０５μｍまで機械研磨、電解研磨を実施した後、ＦＥ－
ＳＥＭのＥＢＳＤ測定後、ＴＳＬ　ＯＩＭ分析器を活用して分析した。結晶粒面積率は、
ＥＢＳＤ実験結果からそれぞれ座標の（ｘ、ｙ）方位を計算して｛００１｝、｛１１０｝
、｛１１２｝の結晶面分率を計算した。また、結晶粒界のｇ値から低傾角結晶粒界及び高
傾角結晶粒界の分率を計算した。
【００６６】
　［９１］上述したように、実施例１及び実施例４によって製造された銅合金材試料の結
晶面及び結晶粒界の分率測定の結果をそれぞれ図１及び２に示した。具体的に、図１Ａは
実施例１による銅合金材（Ｃｕ－１．８Ｎｉ－０．３Ｓｉ－０．３Ｓｎ－０．０１Ｐ）の
結晶面分率を示す図、図１Ｂは前記銅合金材の結晶粒界分率を示す。また、図２Ａは実施
例４による銅合金材（Ｃｕ－２．２Ｎｉ－０．５Ｓｉ－０．３Ｓｎ－０．０１Ｐ－０．１
Ｚｎ）の結晶面分率を示す図、図２Ｂは前記銅合金材の結晶粒界分率を示す。図１Ａ及び
図１Ｂで、｛００１｝結晶面は４．３％、｛１１０｝結晶面は３６．０％、｛１１２｝結
晶面は４５．０％の分率を持っており、低傾角結晶粒界は６５．４％であり、高傾角結晶
粒界は３５．７％である。これに関連して下記の表５を参照すると、実施例１による銅合
金材の引張強度は６５４ＭＰａ、電気伝導度は４４％ＩＡＣＳ、弾性強度は５０２ＭＰａ
、圧延方向及び圧延直角方向の両方向への曲げ加工性が優れた。
【００６７】
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　［９２］図２Ａ及び図２Ｂで、｛００１｝結晶面は３．５％、｛１１０｝結晶面は４０
．４％、及び｛１１２｝結晶面は４１．２％の分率を持っており、低傾角結晶粒界は６４
．３％であり、高傾角結晶粒界は３５．７％である。また、下記の表５を参照すると、前
記実施例４による銅合金材の引張強度は７４２ＭＰａ、電気伝導度は４１％ＩＡＣＳ、弾
性強度は５４７ＭＰａ、圧延方向及び圧延直角方向に共に優れた曲げ加工性を現すことを
確認することができる。
【００６８】
　［９３］
【表４】

【００６９】
　［９４］（引張強度）
　［９５］引張試験器を用いてＪＩＳ　Ｚ　２２４１に準拠して圧延方向への引張強度を
測定した。単位はＭＰａである。
【００７０】
　［９６］（電気伝導度）
　［９７］４－プローブ（Ｐｒｏｂｅ）方式で電気抵抗を２４０Ｈｚで測定し、標準基準
サンプル純銅に基づいて抵抗値と電気伝導度を百分率（％ＩＡＣＳ）で示した。
【００７１】
　［９８］（弾性強度）
　［９９］ＪＩＳ　Ｈ３１３０規格による測定方法で評価した。規格によるカンチレバー
（ｃａｎｔｉｌｅｖｅｒ）型測定法によって板状試片の一端を固定させ、反対端の屈曲変
位を段階的に増加させながら永久変形量を測定する。測定された永久変形量での力を用い
て弾性強度を計算する。単位はＭＰａである。
【００７２】
　［１００］（曲げ加工性）
　［１０１］内曲げ半径をＲ、素材の厚さをｔとし、Ｇｏｏｄ　ｗａｙ方向（圧延方向に
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直角な方向に曲げ）とＢａｄ　ｗａｙ方向（圧延方向に平行な方向に曲げ）の曲げ実験を
１８０度、Ｒ／ｔ＝０の条件（ここで、Ｒ＝曲率半径、ｔ＝素材の厚さ）で完全密着を実
施した後、光学燎微鏡で亀裂を確認し、微細亀裂が発生しない場合はＯ、亀裂が確認され
た場合はＸで評価した。
【００７３】
　［１０２］これらの測定値は下記の表５に開示する。
【００７４】
　［１０３］
【表５】

【００７５】
　［１０４］前記表４及び表５に開示した実施例の結果を見ると、化学成分の範囲で溶体
化処理、最終圧延、時効処理、応力緩和処理によって、｛００１｝結晶面の分率は１０％
以下、｛１１０｝結晶面の分率は３０～６０％、｛１１２｝結晶面の分率は３０～６０％
であり、また結晶粒界の低傾角結晶粒界分率が５０～７０％、引張強度は６２０～１００
０ＭＰａ、弾性強度は４６０～７５０ＭＰａであり、また圧延方向（又は圧延平行方向と
いう）及び圧延直角方向への曲げ加工時に亀裂が発生しなかった。
【００７６】
　［１０５］比較例１は、Ｎｉ含量が１重量％未満であり、ＮｉとＳｉの析出物量の不足
で曲げ加工性は良好であるが、十分な引張強度及び弾性強度を得ることができなかった。
比較例２は、溶体化処理温度７００℃で０．５秒間処理されて充分な熱量を受けることが
できなくて過飽和固溶体を形成することができなかった。その結果、比較例２の試料は最
適化析出処理条件でも十分な引張強度及び弾性強度を確保することができなかった。比較
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長によって最終に生成した試料の圧延方向への曲げ加工性が低下した。比較例４は、８０
％の最終圧延を適用し、収得される試料の｛１１０｝及び｛１１２｝結晶面の分率が急激
に増加し、低傾角結晶粒界の分率が減少するとともに高傾角結晶粒界の分率が増加するこ
とから、圧延方向及び圧延直角方向への曲げ加工性が共に低下した。比較例５は、最終冷
間圧延の圧延率が５％であり、収得された試料の｛１１０｝及び｛１１２｝結晶面の分率
があまり低くて十分な引張強度及び弾性強度を確保することができなかった。比較例６は
、Ｎｉ含量が４．５重量％であり、銅合金材製造過程中の熱間圧延段階で側面亀裂（ｓｉ
ｄｅ　ｃｒａｃｋ）が発生した。これは鋳造及び熱間作業過程で過成長したＮｉ－Ｓｉ晶
出物によるものであることが確認された。比較例７は、析出処理が７００℃で２５時間適
用されたものであり、過時効領域で収得された試料は曲げ加工性は良好であるが引張強度
及び弾性強度が急激に低下した。比較例８は、析出処理が３００℃で１時間以内で実施さ
れ、銅合金試料内にＮｉＳｉ析出物が全く形成されることができなくて、電気伝導度、引
張強度及び弾性強度が低下した。比較例９は、応力緩和処理が８００℃で４０００秒間行
われた場合であり、最終に生成された銅合金材の引張強度及び弾性強度が低下した。これ
は、引張強度及び弾性強度が最大物性区間に到達した後に物性が低下する区間であるから
である。比較例１０は、応力緩和処理が２００℃で５秒間実施された場合であり、本発明
の製造方法より低い場合、最終的に生成された銅合金材に存在する応力を十分に緩和する
ことができなくて弾性強度が充分に回復することができなかった。
【００７７】
　［１０６］本発明の製造方法によって製造された銅合金材は、高温溶体化処理によって
、｛００１｝結晶面を１０％以下、｛１１０｝及び｛１１２｝結晶面を３０～６０％の分
率で有し、低傾角結晶粒界が５０～７０％分率であり、引張強度、弾性強度、曲げ加工性
及び電気伝導度を同時に向上させることを確認した。これは、今後軽量化、小型化及び高
密度化に進化しているコネクタ及び電機電子部品素材にとても適した素材である。
【００７８】
　［１０７］当業者であれば多様な修正例及び変形例が本発明の精神又は範囲から逸脱す
ることなしに本発明の範疇内で可能であることが明らかに分かるであろう。したがって、
本発明は、添付の請求範囲及びその等価物の範疇内にある限り、本発明の修正例及び変形
例をカバーするものである。
　［１０８］
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